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さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。　

月
・

１０

　

月
・
２
月
分
は
、
そ
の
年
度
の

１２市
民
税
・
都
民
税
額
か
ら
こ
の
仮

徴
収
分
を
差
し
引
い
た
金
額
を
公

的
年
金
な
ど
か
ら
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）
ま
す
。

◎
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
が

中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
開

始
後
、
東
久
留
米
市
外
へ
の
転
出
、

税
額
の
変
更
、
公
的
年
金
な
ど
の

支
給
停
止
な
ど
が
発
生
し
た
場
合

は
、
引
き
落
と
し
が
中
止
と
な
り
、

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
）
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

歳
未
満
の
公
的
年
金 

６５な
ど
を
受
給
し
て
い
る
方
へ

　
　

歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
の

６５
所
得
と
給
与
所
得
が
あ
り
、
給
与

所
得
の
市
民
税
・
都
民
税
が
給
与

か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ

て
い
る
方
は
、
公
的
年
金
な
ど
の

所
得
と
併
せ
て
給
与
か
ら
天
引
き

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
希
望
す

る
方
は
、
勤
め
先
の
担
当
者
に
申

し
込
み
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
勤

め
先
か
ら
の
特
別
徴
収
へ
の
切
り

替
え
申
請
に
基
づ
き
、
当
市
課
税

課
で
処
理
を
行
い
ま
す
。
な
お
、

給
与
所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民

税
の
納
付
方
法
が
普
通
徴
収
の
方

は
、
取
り
扱
い
の
変
更
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
市
民
税
係
（
内

線
２
３
３
３
〜
２
３
３
７
）
へ
。

１
年
目
の
方
お
よ
び 

昨
年
途
中
で
普
通
徴
収

（
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
）
に
な
っ
た
方

　

①
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
方
＝　

年
中
に
公

２２

的
年
金
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
た

方
で
、　

年
４
月
１
日
に
お
い
て

２３

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る　

歳
以
上
の
方
。
た

６５

だ
し
、
次
の
方
は
引
き
落
と
し
の

対
象
者
と
は
な
り
ま
せ
ん

　

▼　

年
１
月
１
日
以
降
、
当
市

２３

に
住
所
を
有
し
な
い
方
（
転
出
、

死
亡
者
な
ど
）
▼
４
月
１
日
に
お

い
て
、
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
受

取
額
が
年　

万
円
未
満
の
方
▼
介

１８

護
保
険
が
引
き
落
と
し
（
特
別
徴

収
）
さ
れ
な
い
方
▼
前
年
が
給
与

所
得
者
で
４
月
１
日
か
ら
公
的
年

金
な
ど
の
受
給
者
に
な
っ
た
方
▼

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
の
み
の
受

給
者
の
方
（
課
税
対
象
に
な
ら
な

い
た
め
）

　

②
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
開
始
時
期
＝　

年　

月
支
払
い

２３

１０

分
か
ら

　

③
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
年
金
＝
老
齢
基
礎

年
金
、
老
齢
厚
生
年
金
、
退
職
共

済
年
金
な
ど

　

④
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
対
象
と
な
る
市
民
税
・
都
民
税

＝
対
象
と
な
る
の
は
公
的
年
金
な

ど
の
年
金
所
得
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
の
み
で
す
。
年
金
所
得
の

ほ
か
に
給
与
所
得
、
不
動
産
所
得

な
ど
ほ
か
の
所
得
が
あ
る
場
合
、

こ
れ
ら
の
所
得
に
係
る
市
民
税
・

都
民
税
は
従
来
通
り
、
給
与
で
の

特
別
徴
収
ま
た
は
普
通
徴
収
（
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
に
よ
る

納
付
と
な
り
ま
す

　

⑤
公
的
年
金
な
ど
か
ら
の
徴
収

方
法
＝
６
月
・
８
月
は
普
通
徴
収

（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）、　１０

月
・　

月
・
２
月
は
年
金
か
ら
の

１２

引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
に
な

り
ま
す
（
上
表
参
照
）

２
年
目
以
降
の
方

　
「
引
き
落
と
し
の
対
象
と
な
る

方
」「
引
き
落
と
し
の
対
象
と
な
る

年
金
」「
引
き
落
と
し
の
対
象
と
な

る
市
民
税
・
都
民
税
」
に
つ
い
て

は
１
年
目
の
方
と
同
様
で
す
。

　

①
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

の
開
始
時
期
＝　

年
４
月
支
払
い

２３

分
か
ら

　

②
公
的
年
金
な
ど
か
ら
の
徴
収

方
法
＝　

年
度
が
公
的
年
金
な
ど

２２

か
ら
の
引
き
落
と
し
で
、　

年
度

２３

も
引
き
続
き
引
き
落
と
し
の
場
合

は
、　

年
４
月
支
払
い
分
の
公
的

２３

年
金
な
ど
か
ら
の
引
き
落
と
し

（
仮
徴
収
）
と
な
り
ま
す

１
年
目
の
方
、
２
年
目 

以
降
の
方
共
通
事
項

◎
仮
徴
収
・
特
別
徴
収
と
は

　

市
民
税
・
都
民
税
は
、
市
民
税
・

都
民
税
納
税
通
知
書
で
決
定
と
な

り
、
７
月
に
年
金
保
険
者
（
日
本

年
金
機
構
な
ど
）
へ
市
民
税
・
都

民
税
の
公
的
年
金
な
ど
か
ら
の
引

き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
を
依
頼

し
ま
す
。
こ
の
た
め
４
月
・
６
月
・

８
月
分
は
仮
徴
収
と
な
り
、
前
年

度
の
２
月
に
公
的
年
金
な
ど
か
ら

引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
さ
れ

た
金
額
と
同
額
を
公
的
年
金
な
ど

か
ら
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）

　

遺
族
が
年
金
と
し
て
受
給
す
る

生
命
保
険
の
う
ち
、
相
続
の
課
税

対
象
と
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は

所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
ら
な
い

と
す
る
最
高
裁
判
所
に
よ
る
判
決

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

生
命
保
険
会
社
な
ど
か
ら
保
険
年

金
に
関
す
る
通
知
を
受
け
た
方
は
、

所
得
税
と
市
民
税
・
都
民
税
が
返

還
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
場
合
、
平
成　

年　

月　

１８

１２

３１

日
以
前
に
生
命
保
険
会
社
か
ら
相

続
・
贈
与
等
に
伴
う
保
険
年
金
な

ど
の
支
払
い
を
受
け
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
税
務
署
に
対
す
る
所
得

税
の
更
正
な
ど
の
請
求
の
ほ
か
に
、

市
に
対
す
る
返
還
請
求
が
必
要
で

す
。
返
還
請
求
に
は
、
税
務
署
に

提
出
す
る
書
類
一
式
の
写
し
な
ど

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

市
で
の
受
付
期
間
は　

月
３
日

１０

〜　

年
９
月　

日
の
開
庁
日
で
す
。

２５

３０

　

詳
し
く
は
、
所
得
税
に
関
し
て

が
東
村
山
税
務
署
緯
０
４
２
・
３

９
４
・
６
８
１
１
（
音
声
案
内
に

沿
っ
て
２
番
を
選
択
し
て
く
だ
さ

い
）、
市
民
税
・
都
民
税
に
関
し
て

が
市
課
税
課
市
民
税
係
緯
４
７

０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３
３
３

〜
２
３
３
７
）
へ
。

　

申
し
込
み
は
満　

歳
を
迎
え
る

７０

月
の
初
日
か
ら
費
用
と
書
類
を
持

参
の
上
、
最
寄
り
の
シ
ル
バ
ー
パ

ス
取
り
扱
い
バ
ス
営
業
所
な
ど
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

費

用

負

担

と 

必

要

な

書

類

　
【
費
用
負
担
】
次
の
通
り

　

①
本
人
の　

年
度
住
民
税
が
非

２３

課
税
の
方
＝
費
用
１
０
０
０
円

　

②　

年
度
の
住
民
税
は
課
税
で

２３

あ
る
が
、　

年
の
合
計
所
得
金
額

２２

が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
＝
費
用

１
０
０
０
円

　

③
本
人
の　

年
度
の
住
民
税
が

２３

課
税
の
方
ま
た
は
前
記
②
以
外
の

方
＝
費
用
２
万
５
１
０
円

　
【
必
要
な
書
類
】
住
所
・
氏
名
・

生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
本
人
確

認
書
類
（
保
険
証
ま
た
は
運
転
免

　

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
は
満　
７０

歳
以
上
の
都
民
を
対
象
と
し
て
、

都
バ
ス
、
都
営
地
下
鉄
、
都
電
、

都
内
民
営
バ
ス
を
利
用
で
き
る
パ

ス
で
す
。
有
効
期
限
は
発
行
日
〜

　

年
９
月　

日
で
す
。

２４

３０

許
証
）
▼
費
用
負
担
が
１
０
０
０

円
の
方
は
「
平
成　

年
度
介
護
保

２３

険
料
納
入
（
決
定
）
通
知
書
」（　
２３

年
度
分
の
通
知
に
お
い
て
、
所
得

段
階
区
分
に
１
〜
５
の
い
ず
れ
か

の
段
階
記
載
さ
れ
た
も
の
）
ま
た

は
「　

年
度
住
民
税
非
課
税
証
明

２３

書
」「
生
活
保
護
受
給
証
明
書
」「　
２３

年
度
住
民
税
課
税
証
明
書
」
の
い

ず
れ
か
（
合
計
所
得
金
額
が
分
か

る
も
の
）

パ
ス
取
り
扱
い
窓
口

　

①
西
武
バ
ス
株
式
会
社
滝
山
営

業
所
緯
４
７
４
・
２
５
２
５
（
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
）
②
西
武
バ

ス
株
式
会
社
東
久
留
米
駅
案
内
所

緯
４
７
２
・
９
０
６
１
（
午
後
２

時
半
〜
７
時
半
）

　

※
市
役
所
窓
口
で
は
取
り
扱
い

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
社
団
法
人
東
京
バ
ス

協
会
シ
ル
バ
ー
パ
ス
専
用
電
話
緯

　

・
５
３
０
８
・
６
９
５
０
（
午

０３前
９
時
〜
午
後
５
時
、
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
へ
。

　

毎
年
６
月
の
環
境
月
間
に
、
市

内
最
大
規
模
の
環
境
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
今
年
の
同
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
で
は
、　

ほ
ど
の
市

４０

民
団
体
・
企
業
に
参
加
・
協
力
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
募
集
す
る
の
は
、
来
年
６

月
に
開
催
予
定
の
第　

回
環
境
フ

１６

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
企
画
内
容
の
検

討
や
、
開
催
当
日
の
運
営
な
ど
、

中
心
的
な
役
割
を
担
う
実
行
委
員

会
の
委
員
で
す
。

　

申
し
込
み
は　

月　

日
（
金
）

１０

１４

ま
で
に
（
必
着
）、「
環
境
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
実
行
委
員
応
募
」
と
明

記
し
て
、
所
属
団
体
名
（
所
属
し

て
い
る
方
）・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り

が
な
）・
電
話
番
号
・
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
（
お
持
ち
の
方
）
を
記

入
の
上
、
〒
２
０
３
倆
８
５
５
５
、

市
役
所
環
境
政
策
課
あ
て
に
郵
送

ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０
・
７

８
０
９
）、
電
子
メ
ー
ル
（kank

yoseisaku@
city.higashikur

um
e.lg.jp)

、同
課（
市
役
所
５
階
）

へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
第
１
回
実
行
委
員
会
の
開
催

日
時
・
会
場
】　

月　

日
（
木
）

１１

１７

午
後
７
時
か
ら
、
市
役
所
７
階
７

０
２
会
議
室
で
（
予
定
）

　

※
申
し
込
み
の
結
果
は　

月
の

１１

第
１
週
目
ま
で
に
、
第
１
回
実
行

委
員
会
の
開
催
通
知
と
併
せ
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
５
３
へ
。

扶
養
控
除
の
改
正

　
　

年
度
か
ら
扶
養
控
除
が
次
の

２４
通
り
見
直
さ
れ
ま
す（
下
表
参
照
）。

　

①
年
少
扶
養
親
族
（
零
歳
〜　
１５

歳
）
に
対
す
る
扶
養
控
除
が
廃
止

　

②
特
定
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶

養
控
除
の
上
乗
せ
部
分
の
廃
止
＝

特
定
扶
養
親
族
の
内
、　

歳
以
上

１６

　

歳
未
満
の
方
に
対
す
る
扶
養
控

１９除
の
上
乗
せ
部
分
（　

万
円
）
が

１２

廃
止
さ
れ
、
控
除
額
は　

万
円
に

３３

な
り
ま
す

　

③
同
居
特
別

障
害
者
加
算
の

特
例
の
改
組
＝

扶
養
親
族
ま
た

は
控
除
対
象
配

偶
者
が
同
居
の

特
別
障
害
者
で

あ
る
場
合
に
、

扶
養
控
除
ま
た

は
配
偶
者
控
除

の
額
に　

万
円

２３

を
加
算
す
る
措

置
に
つ
い
て
、

前
記
①
の
改
正

に
伴
い
、
特
別

障
害
者
控
除
額

（　

万
円
）
に

３０

　

万
円
を
加
算
す
る
措
置
に
改
め

２３ら
れ
ま
す

寄
附
金
税
額
控
除
の
改
正

　

市
民
税
・
都
民
税
に
係
る
寄
附

金
税
額
控
除
の
適
用
下
限
額
が
、

５
０
０
０
円
か
ら
２
０
０
０
円
へ

引
き
下
げ
に
な
り
ま
す
。

　

①
地
方
自
治
体
に
対
す
る
寄
附

（
ふ
る
さ
と
納
税
）

　

次
の
（
ア
）
と
（
イ
）
の
合
計

額
が
税
額
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
（
ア
）（
寄
附
金
額
倆
２
０
０
０

円
）
×　

舒
（
市
民
税
６
舒
・
都

１０

民
税
４
舒
）

　
（
イ
）（
寄
附
金
額
倆
２
０
０
０

円
）
×
（　

舒
倆
寄
附
者
の
所
得

９０

税
の
限
界
税
率
）

　

※
所
得
税
の
限
界
税
率
と
は
、

複
数
の
税
率
を
適
用
し
て
所
得
税

を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
最
も

高
い
税
率
の
こ
と
で
す
。

　

②
住
所
地
の
都
道
府
県
共
同
募

金
会
お
よ
び
日
本
赤
十
字
社
支
部

に
対
す
る
寄
附　

税
額
控
除
額
＝

（
寄
附
金
額
倆
２
０
０
０
円
）
×

　

舒
（
市
民
税
６
舒
・
都
民
税
４

１０舒
）

　

③
市
税
条
例
に
よ
り
指
定
し
た

寄
附　

税
額
控
除
額
＝
（
寄
附
金

額
倆
２
０
０
０
円
）
×
６
舒

　

④
都
税
条
例
に
よ
り
指
定
し
た

寄
附　

税
額
控
除
額
＝
（
寄
附
金

額
倆
２
０
０
０
円
）
×
４
舒

東
日
本
大
震
災
に
係
る「
ふ
る

さ
と
寄
附
金
」
の
取
り
扱
い

　
「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
」に
係
る
控

除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
、
原
則

と
し
て
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
受

領
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
東

日
本
大
震
災
に
係
る
義
援
金
な
ど

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か

で
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

ア　

募
金
団
体
が
交
付
し
た
受

領
証
ま
た
は
預
か
り
証

　

イ　

①
振
込
依
頼
書
の
控
え
、

ま
た
は
郵
便
振
替
の
半
券
の
原
本

な
ど
②
前
記
①
の
書
類
な
ど
に
記

載
さ
れ
た
口
座
が
募
金
団
体
の
専

用
口
座
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
新
聞
記
事
、募
金
要
綱
な
ど（
募

金
団
体
が
日
本
赤
十
字
社
ま
た
は

中
央
共
同
募
金
会
以
外
の
場
合
に

必
要
で
す
）

　

ウ　

募
金
団
体
が
新
聞
社
な
ど

で
あ
る
場
合
、
寄
附
者
の
氏
名
な

ど
を
掲
載
し
た
記
事
な
ど

　

※
こ
れ
ら
の
適
用
を
受
け
る
場

合
、
義
援
金
な
ど
が
被
災
地
方
団

体
な
ど
に
拠
出
さ
れ
る
こ
と
が
新

聞
記
事
、
募
金
要
綱
な
ど
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
２
３
３
３
〜
２
３
３
７
）へ
。

２４年度税制改正の
主な内容

相
続
・
贈
与
等
に
伴
う
保
険
年
金
な
ど

に
係
る
市
民
税
・
都
民
税
の
取
り
扱
い

発
行
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

表１　公的年金などからの市民税・都民税の引き落とし
　　　（特別徴収）を開始する年度の徴収
◆例えば年金に係る税額が１万８,０００円の場合

特別徴収（年金からの引き落とし）普通徴収（納付書または口座振替）徴収の方法
２月１２月１０月８月６月年金支給月

年税額の６分の１年税額の４分の１
納付額

３,０００円３,０００円３,０００円４,５００円４,５００円

表２　公的年金などからの市民税・都民税の引き落とし
　　　（特別徴収）２年目以降の徴収
◆例えば年金に係る税額が１万７,０００円の場合

特別徴収（本徴収）特別徴収（仮徴収）徴収の方法
２月１２月１０月８月６月４月年金支給月

年税額から仮徴収分を引いた額２月に徴収した額と同額
納付額

２,６００円２,６００円２,８００円３,０００円３,０００円３,０００円
※公的年金などからの市民税・都民税の引き落とし（特別徴収）を開始
する年度と、引き落とし（特別徴収）が継続する年度では、徴収方法
が異なります。
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年
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引
き
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引
き
落
と
しし（（
特
別
徴
収
）

特
別
徴
収
）

市
民
税
・
都
民
税
に
関
す

市
民
税
・
都
民
税
に
関
す
るる

過
去
５
年
を
超
え
て
支
払
い
を
受
け
た
分

過
去
５
年
を
超
え
て
支
払
い
を
受
け
た
分
のの
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東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ススススススススススススススス

　

年
６
月
の
開
催
に
向
け

年
６
月
の
開
催
に
向
け
てて

２４２４第

回
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

第　

回
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
のの

１６１６

実
行
委
員
を
募
集
し
ま

　
　
　
　

実
行
委
員
を
募
集
し
ま
すす

市民税・都民税に係る扶養控除の改正

新旧区　　分
　０円３３万円年少：０歳～１５歳

一般の扶養親族
３３万円３３万円成年：２３歳～６９歳

３３万円４５万円１６歳～１８歳
特定扶養親族

４５万円４５万円１９歳～２２歳

３８万円３８万円同居老親など以外
老人扶養親族

４５万円４５万円同居老親など

２６万円２６万円普通障害者

３０万円３０万円別居
特別障害者

５３万円３０万円同居


